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ら新規制基準に適合する旨の判断を得たというのであるから，その旨の原子

力規制委員会の判断も合理的であると認められる。

そうすると，相手方が上記対策を講 じたにもかかわらず，なおテロリズム

等の発生の具体的危険があるなどの特段の事情が認められない限り(この特

段の事情が認められれば，相手方が主張疎明すべき基準の合理性が失われる

と解されるので，相手方の基準の合理性及び基準適合判断の合理性の主張疎

明に対し，抗告人らが主張疎明すべき反証と位置付けられると解される。)， 

本件原子炉施設に安全性に欠けるところがあるとして，事業者である相手方

による抗告人らの人格権(生命，身体に係る権利)に対する違法な侵害行為

のおそれがあるということはできない(本件で，上記特段の事情が認められ

るかどうかは，後記(8)で検討する。)。

(3) 侵入者対策(原決定第3の11抗告人らの主張欄(1))

原子力基本法2条 2項は， r安全の確保については，確立された国際的な

基準を踏まえ，国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国

の安全保障に資することを目的として，行うものとする」と定めているとこ

ろ，抗告人らの指摘する米国における侵入者対策が，確立した国際的な基準

であることを示す具体的な主張，疎明はない。

また，仮に米国における侵入者対策が確立された国際的な基準であるとい

うことができるとしても，原子力基本法の上記規定は，必ずしも米国等のテ

ロリズム対策と同様の対策を講じることを要求するものではなく，確立され

た国際的な基準を踏まえつつ，我が国の法制度やテロリズムをめぐる状況を

勘案した上で，我が国において最も適切なテロリズム対策を講 じ，原子力発

電所の安全性を確保することを求めているものと考えられるところ，本件原

子炉施設においては，一般国民が武器を所持できない我が国では，米国のよ

うに事業者自らが武装警備を行うことが法制度上不可能であることを踏まえ，

警察，海上保安庁及び自衛隊が連携するなどして侵入者を想定した訓練を繰
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り返し行っており，さらに，①武装した警察機動隊が本件発電所に常駐して

警備を実施し，②海上保安庁の巡視船艇を周辺海域に常時配置するなどして

監視警戒を実施しているのであるから，新規制基準や本件原子炉施設をめぐ

る侵入者対策に不合理な点があるということはできない

この点につき，抗告人らは，一般国民が武器を所持できないという事情は，

あくまで日本国内の事情であり，テロリストがかかる日本国内の事情を劃酌

するはずもないと主張するが，上記①②の措置は，抗告人ら指摘の米国にお

ける事業者自らの武装警備と同等の抑止力を有すると推認できるから，抗告

人らの主張は採用できない

(4) 内部脅威対策(原決定第3の11抗告人らの主張欄(2))

原子力発電所の作業員等の信頼性確認制度の導入にあたっては，プライパ

シーの保護等にかかわる問題があり，慎重な制度設計が必要となるとして，

新規制基準では採用されず，新規制基準施行の前後を通じ，原子力規制委員

会の下に設けられた「個人の信頼性確認制度に関するワーキンググループ」

において，同制度の導入に向けた議論が慎重に進められていた。そして，相

手方は，制度導入が決せられるまでの間の過渡的な対策として，作業員等の

内部者によるテロリズム行為を防止する観点から，作業員の出入管理，持込

み点検等を適切に行うこととした上，安全確保のために枢要な設備を含む区

域では，二人以上の者が同時に作業又は巡視を行う「ツーマンルール」を遵

守することとしている(実用炉規則 91条2項 15号， 1 6号)。この「ツ
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ーマンルール」については，原子力委員会原子力防護専門部会が平成 24年

3月 21日付けで作成した「我が国の核セキュリティ対策の強化について」

と題する書面(甲D1 89) において， i内部脅威対策としての信頼性確認

制度の検討・導入には制度設計等に係る議論を深める必要があるため，この

制度が導入されるには一定の時間を要するので，この聞は，暫定的な代替措

置である二人ルール等の措置の徹底・強化が必要であると評価」されている。
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そして，信頼性確認制度については，原子力規制委員会における議論を経

て，平成 28年 9月 21日，実用炉規則が改正されて信頼性確認制度に係る

規定(実用炉規則 91条2項 28号)が設けられるとともに，原子力規制委

員会の内規として関連法規の解釈，判断基準等を示した，原子力施設におけ

る個人の信頼性確認の実施に係る運用ガイドが制定されるなど，関連する規

定が整備された(乙 332'"'-'334)。そして，既存の原子力事業者につい

ては，信頼性確認の措置について，核物質防護規定(原子炉等規制法43条

の3の 27及び実用炉規則 96条に基づき，事業者が発電所ごとに定めてい

るもので，核物質及び原子炉施設の防護に係る管理方法などを記載しており，

制定・変更時には原子力規制委員会の認可を受ける必要がある。)の変更認

可申請を平成 29年 3月31日までに行うこととされた(実用炉規則附則第

2条 1項〉ことから，相手方は，同日に上記を踏まえた核物質防護規定の変

更認可申請を行っており(乙 33 5) ，現在，原子力規制委員会において審

査が行われている。

この点につき，抗告人らは，本件の争点は，テロリズム発生により本件発

電所から大量の放射性物質が環境に放出される具体的危険性の有無であり，

作業員等のプライパシーの保護等が判断に影響する余地はなく，確立された

国際的な基準である作業員等の信頼性確認制度が導入されていないときは，

具体的危険性を否定することはできないと主張する。しかし，相手方が実施

しているツーマンルールは，上記のとおり信頼確認制度が導入されるまでの

暫定的な代替措置として評価されているのであり，信頼性確認制度が国際的

な基準として確立されているとしても(上記「我が国の核セキュリティ対策

の強化について」では， I国際的には，主要な原子力利用国の中で我が国の

みが原子力施設における信頼性確認制度を導入していない状況にあるj など

と指摘されている。) ，現時点で信頼性確認制度が導入されていないことを

もって，相手方のテロリズム対策が不十分であり，テロリズム発生により本
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件発電所から大量の放射性物質が環境に放出される具体的危険性があると認

めることはできない。

(5) 航空機衝突対策(原決定第3の11抗告人らの主張欄(3))

設置許可基準規則は，故意による大型航空機の衝突に起因する炉心の損傷

等の事態に対処することを目的として特定重大事故等対処施設を設けるよう

求めているが(設置許可基準規則 42条) ，既存の発電用原子炉施設につい

ては，平成 25年 7月 8日以降，本来施設に係る最初の工事計画認可処分が

行われた後 5年間は同条が適用されない旨の経過規定があること，そのよう

な経過規定を含む新規制基準が合理的であること，本件原子炉施設は，現時

点において，上記経過規定の適用を受けることは，前提事実(8)及び上記 10 

のとおりである。

一方，相手方は，上記事態に対処するために，可搬型重大事故等対処設備

を中心とした設備及び資機材が確保されており，その性能や確保の状況，保

管の実情等については，原子力規制委員会から，重大事故等防止技術的能力

基準に適合している旨判断されている(上記(1)イ付)，ウ(イ))。そうであれば，

現時点で相手方が本件原子炉施設のための特定重大事故等対処施設を設置し
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ていなし、からといって，そのことのゆえに，直ちにテロリズム対策としての

航空機衝突事故対策が十分でないとまでいうことはできない。

(6) ミサイル対策(原決定第 3の 11抗告人らの主張欄(4))

ミサイル攻撃等の武力攻撃に対しては，それがテロリズムであれ，他国か

らの武力攻撃であれ，武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律に基づき，基本的には国が対処すべきものと考えられ(同法3条 1

項) ，国民は，自発的な意思に基づく必要な協力をするよう努めるものとさ

れているに過ぎない(同法4条 1， 2項)。そして，相手方を含む事業者の

対応としては，原子力防災管理者の内閣総理大臣及び原子力規制委員会等に

対する通報義務，原子力災害対策特別措置法25条 1項の準用による武力攻
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撃原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせる義務

等が規定されているにすぎない(武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律 105条ないし 107条)。

以上の法令の定めによれば，相手方が独自にミサイル攻撃等に対する具体

的な対策を採っていなかったとしても，そのことのみをもって本件原子炉施

設に違法な人格権侵害の危険性があるということはできない。

この点につき，抗告人らは，本件の争点、は，テロリズム発生時に本件発電

所から大量の放射性物質が環境に放出される具体的危険性の有無であり，ミ

サイル攻撃の対策を誰が採るべきかが問題となる余地はないと主張するが，

この点についての判断は，後記(8)のとおりである。

(7) サイバーテロ対策(原決定第3の11抗告人らの主張欄(5))

相手方は，サイバーテロを含む不正アクセス行為を防止するため，原子炉

施設等の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが，電

気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けることがないよう，当該情報シ

ステムに対する外部からのアクセスを遮断しており， USBを介したウイル

ス感染の防止対策として，事前に承認され，かつ，ウイルスチェックを受け

たUSBでなければ使用できないよう管理体制を構築しており(乙 11 3)， 

その措置内容は合理的であるというべきである。

(8) 本件発電所がテロリズム及びミサイル攻撃の標的となる具体的危険性

上記(2)(6)のとおり，我が国では，法制度上，テロリズム及びミサイル攻撃

は第一次的には国が対処すべきものであることを前提に，施設の構造及び設

備並びに重大事故等対策の観点からの規制を通じて事業者に一定の責務を課

しているものであり，原子炉設置(変更)許可の 3号要件及び4号要件の審

査でも，上記(1)アの措置を講じることを事業者に求めているにとどまり，事

業者のみでテロリズム及びミサイル攻撃を抑止することまでは求められてい

ない。
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しかし，抗告人らが指摘するとおり，本件は，抗告人らの人格権侵害に基

づく民事訴訟であるから，テロリズム及びミサイル攻撃の具体的な危険が現

に生じており，かつ，国による上記の抑止と相手方による上記(1)アの措置の

みによっては放射性物質が環境に放出される具体的危険を軽減できないなど

の特段の事情が認められる場合(上記(2)の抗告人らの反証が成功した場合)

には，本件原子炉の運転差止が認められるべきことになる。

そこで，本件原子炉にそのような具体的危険があるかどうかについて検討

すると，抗告人らが上記第3の11抗告人ら主張欄(1)で指摘する①ないし⑥

の事実のうち，⑤の北朝鮮のミサイル発射を除くその余の事実は，その内容

に照らし，本件原子炉施設を対象とするテロリズムの具体的な危険が現に生

じていることの根拠とは認め難い。

また，⑤の北朝鮮のミサイル発射については，現時点でもなお不穏な情勢

が続いている(公知の事実)ものの，本件原子炉施設がミサイル攻撃の標的

となっているとまでは認められず，やはり本件原子炉施設を対象とするミサ

イル攻撃の具体的に危険が生じていることの根拠とは認め難い。

以上によれば，本件で，前記の特段の事情があると認めることはできない。

(9) まとめ

以上によれば，抗告人らの主張はいずれも採用できない。

12 被保全権利についてのまとめ

以上検討してきたところによれば，基準地震動の策定，耐震設計における重

要度分類，使用済燃料ピット等の安全対策，地すべりと液状化現象による危険

性の評価，制御棒挿入に係る危険性の評価，基準津波の策定，シビアアクシデ

ント対策，テロリズム対策のそれぞれにつき，新規制基準の定めは合理的であ

り，本件原子炉施設が上記の各点につき新規制基準に適合するとした原子力規

制委員会の判断も合理的であるといえる。

これに対し，火山事象の影響による危険性の評価については，本件原子炉施
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設が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理であり，相

手方において，本件原子炉施設の運転等によって放射性物質が周辺環境に放出

され，その放射線被曝により抗告人ら(本件原子炉施設の安全性の欠如に起因

して生じる放射性物質が周辺の環境に放出されるような事故によってその生命，

身体に直接的かっ重大な被害を受ける地域に居住する者及び上記放射性物質の

放出によりその生命，身体に直接的かっ重大な被害の及ぶ蓋然性が想定で、きる

地域に居住する者)がその生命，身体に直接的かっ重大な被害を受ける具体的

危険が存在しないことについて，主張，疎明を尽くしたとは認められない。

そうすると，抗告人らの申立ては，火山事象の影響による危険性の評価につ

いて，被保全権利の疎明がなされたというべきである。

13 保全の必要性及び担保金の額(争点4及び 5)

本件原子炉は，前提事実(9)のとおり現在稼働中であるから，保全の必要性が

認められる。

もっとも，本件は，証拠調べの手続に制約のある仮処分であり，火山事象の

影響による危険性の評価について，現在係属中の本案訴訟(広島地方裁判所平

成 28年(ワ)第 289号，第 902号)において，証拠調べの結果，本案裁判所

が当裁判所と異なる判断をする可能性もあること等の事情を考慮、し，相手方に

運転停止を命じる期間は，平成 30年 9月 30日までと定めるのが相当である。

また，担保金の額については，事案の性質に鑑み，担保を付さないこととす

る。

14 結論

よって，以上と異なる原決定は相当でなし、からこれを変更し，主文のとおり

決定する。

平成 29年 12月 13日
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文献等目録(当審追加分)

【地震】

・入江 (2014) : I動力学的断層破壊シミュレーションを用いた内陸横ずれ断層の

強震動予測のための震源特性に関する研究J (甲D3 2 7) 

-入倉 (2004) : I強震動予測レシピ一大地震による強震動の予測手法 J (甲 F

8 8) 

( ・入倉 (2009) : I地震動予測研究の到達点と次世代型への脱皮J (甲D1 2 1) 

-宇佐美(2003): I最新版 日本被害地震総覧 416-2001J (乙 39 0) 

・宇佐美ほか(2013): I日本被害地震総覧 599-2012J (甲 F2 9，乙 394) 

-大野ほか(2001): Iカリフォルニア強震記録に基づく水平動・上下動の距離減衰
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-大野ほか (2005) : I物理探査による松山平野(重信地域)の地下構造J (乙 3

8 8) 

-奥村ほか(2012): I距離減衰式に基づく地下深部の地震動評価手法に関する検討」

(甲D3 34) 

-活断層長期評価手法 (2010) : I I活断層の長期評価手法」報告書 平成 22年

1 1月 25日 地震本部地震調査委員会J (乙 15 1) 

-神田ほか(2008) : I豊後水道近傍で、発生した歴史的被害地震の地震規模J (甲D

1 63，乙 38 9) 

-倉橋ほか (2008) 「経験的グリーン関数法を用いた 2007年新潟県中越沖地

震の震源モデ、ルの構築(南東傾斜モデ、ル)J (乙 42 0) 

-佐藤(2010) : I逆断層と横ずれ断層の違いを考慮、した日本の地殻内地震の短周期
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「海溝型巨大地震における強震動パルスの生成とその生成域-野津ほか (2012)

(甲D 1 54) のスケーリングJ

「原子力発電所の基準地震動策定のために東北地方太平洋沖地震-野津 (2017)
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「日向灘および南西諸島海溝周辺の地震活動の長期評-日向灘長期評価 (2004)

乙18 3) 

-宮腰ほか(2015): 1強震動記録を用いた震源インバージョンに基づく圏内の内陸地
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叫
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-404-

地震の震源モデル化」

-吉岡ほか(2005)



-地震動ハザード評価 (2013) : I今後の地震動ノ、ザード評価に関する検討~20

1 3 年における検討結果~J (乙 18 1) 

-予測地図 (2014): I全国地震動予測地図 20 1 4年版~全国の地震動ハザードを

概観して~ 平成26年 12月地震本部地震調査委員会J (甲D9 2，甲 F9 9， 

乙263，355，429)
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-須藤ほか (2006) : I阿蘇火山の地盤変動とマグマ溜まり-長期間の変動と圧力

減の位置- (火山第51巻第5号291-309頁。 2006)J (甲G2) 

• Nagaoka (1998) IThe late Quaternary tephra layers from the caldera volcanoes in 

and around Kagoshima bay， southern Kyushu， Japan. Nagaoka， S. (1988)， Geographical Reports 
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-長岡ほか (2001) : I 1 0万"'-'3万年前の姶良カルデラ火山のテフラ層序と噴火
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-長岡ほか (2014) : I九重火山のテフラ層序」
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別表 1

応答スベクトルに基づく地震動評価 断層モデルを用いた手法による地震動評価

距離減衰式 耐専式の内陸補正 | 基本モデル | 不確かさの考慮

I ~I 壇ほか(2011) I 壇ほか(2011)
I .，/ I 入倉・三宅 (2001) I 入倉・三宅 (2001)

541姐鉛直 l 耐専式以外 I ./ I L = 54km I L = 54km 

54km~凶項斜
耐専式
耐専式以外

I /' I W=13km I W=13k皿
レ/" I S =702kni I S =702kDI 

壇ほか(2011)
入倉・三宅 (2001)

しない

|二二三~.-_. ..._..._-_..._--------_._--_....-._........ 二
回国鉛耳 ..1. . .. ......耐事主主弘注目 ......1.. .司~士三三三二一
69km北傾斜

69k皿南傾斜

130k皿鉛直

耐専式
耐専式以外

耐専式以外

しない

壇ほか(2011) 壇ほか(2011)
Fujii andMatsu'ura I Fujii andMatsu'ura 
(2000) I (2000) 

L = 126k皿 I L = 126k皿
W=  13km I W=13km 
S = 1638kDI I S = 1638kDI 

| 壇ほか(2011)

耐専式 I ， _J."， I I L = 126km 
130km北傾斜 | | しない I I 耐専式以外 I ~."，. I I W==26km 

I I I S = 3276kDI 
________ I I 壇ほか(2011)

130km南傾斜 I _________ I I T~ =.1~26~~m 
~ I I W=13.2k皿

480km鉛直

480k皿北傾斜

480回南傾斜

----- I I S=  1663kDI 

J 

耐専式

耐専式以外

耐専式

耐専式以外

--ー'

壇ほか(2011) 壇ほか(2011)
Fujii andMatsu'ura I Fujii andMatsu'ura 
(2000) I (2000) 

L=481km I L=481km 
しない

W=12.7km I W=12.7km 

. 1... ..............$.三 H~A~.......... 一| ー守 S=男124同
壇ほか(2011)

しない

-…二戸.:.v-t.- 日……… …1・ー

L =481km 
W=20.2k皿
S = 9728kDI 
壇ほか(2011)
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L = 48lkm 
W=  12. 9km 
S =6198凶
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(別表 2)

基準地震動ssの最大加速度

基準地震動Ss
最大加速度振幅

(cm/s2) 

応答スペクトルに 水平動 Ss-1H 
基づく手法による 設計用模擬地震波

650 

基準地震動Ss 鉛直動 Ss-1V 377 

水平!lJJ
Ss-2-1NS 

NS成分 579 

480k皿連動・壇の手法・ 水平動

4σ20MP a .西破壊 E¥V成分
Ss-2-1EW 390 

鉛直動
Ss-2-1UD 

UD成分 210 

水平動
Ss-2-2NS 

NS成分 456 

480k皿連動・壇の手法・ 水平動

4σ20 MP a .中央破壊 E育成分
Ss-2-2E¥V 478 

鉛直動
Ss-2-2UD 

UD成分 195 

水平動
Ss-2-3NS 

480k由連動・壇の手法・ NS成分 371 

Aσ20MP a . 第 IY"J..ヘ.リティ西
水平動

Ss-2-3E¥V 
E¥V成分 418 

震 破壊

源
鉛直動

を
UD成分

Ss-2-3UD 263 

特
水平動

定
d NS成分

Ss-2-4NS 452 

し 480k皿連動.F&Mの手法 ・ 水平動

て Lla1.5倍・西破犠 日成分
Ss-2-4EW 494 

策
敷地前面海

定
断層モデルを 域の断層群

鉛躍動
S s-2'-4UD 

す 用いた手法による (中央構造
UD成分 280 

る 基準地震動Ss 線断層帯)
水平動

Ss-2-5NS 
地

NS成分 452 

震 480k回連動・ F&Mの手法・ 水平動

動 Llal.5倍・中央破壊 EW成分
Ss-2-5E¥V 388 

鉛直動
Ss-2-5UD 

UD成分 199 

水平動
Ss-2-6NS 

NS成分 291 

480k皿連動 .F&Mの手法・ 水平j}J

Aσ 1. 5倍・東破屡 E¥V成分
Ss-2-6E¥V 3.60 

鉛直動
Ss-2-6UD 

UD成分 201 

水平動

NS成分
Ss-2-7NS 458 

54km'入倉・三宅の手法・ 水平動

4σ 1. 5倍 L中央破嬢 EW成分
Ss-2-7E¥V 371 

鉛直動
Ss-2-7UD 

UD成分 178 

水平動
Ss-2-8NS 

480km連動・壇の手法・
NS成分 478 

Ll a 20~[Pa .中央破壊・
水平動

Ss-2-8E¥V 
E¥V成分 456 

入れ替え 鉛直勤

UD成分
Ss-2-8UD 195 

2004年北海道留萌支庁南部地震
水平動 Ss-3-1H 620 

を考慮した地震動
鉛直動 Ss-3-lV 320 

震源在特定せず 水平動

策定する地震動 NS成分
Ss-，.3-2NS 528 

2000年鳥取県西部地震 水平動

賀祥ダムの観測記録 開成分
Ss-3-2EW 531 

鉛直動
Ss-3-2UD 

UD成分 485 

-407-



w
 

e
 -
-
e
 

z

z

e

 

S
ミ

e

-

a

 -r zee  

.‘ι. " 
‘也、，鋼、

.‘ 

これは正本である。

平成 29年 12月 13日

広島高等裁判所第2部

裁判所書記官 岩岡秀


